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ヤマハ発動機株式会社株式の一部売却に関するお知らせ 

 

当社は、本日、ヤマハ発動機株式会社（コード番号：7272 東証プライム。以下「ヤマハ発動機」と

いう。）が実施する同社普通株式の売出し（以下、「本件売出し」という。）に際し、売出人の一社

として参加し、当社が保有するヤマハ発動機株式の一部を売却することを決定いたしましたので、下

記のとおりお知らせします。 

なお、今般実施される本件売出しの詳細につきましては、同社が本日付で公表している「株式の売出

しに関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

 

１． 売却株数 

                      （発行済株式総数に対する割合） 

（１）売却株式数    18,000,000 株     （ 1.71% ） 

（２）売却前保有株式数  46,928,370 株     （ 4.47% ） 

（３）売却後保有株式数  28,928,370 株     （ 2.75% ） 

（４）売却価格      未定（2024年9月2日から2024年9月5日までの間のいずれかの日におい 

て決定される予定） 

※発行済株式総数に対する割合は、ヤマハ発動機の半期報告書に記載の数値（基準日 2024年６

月30日）を基礎としております。 

 

２．政策保有株式の保有、縮減に関する基本方針と売却理由 

当社は政策保有株式について、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、という合

理性のある場合にのみ保有すること及び、個々の政策保有株式の合理性については、保有目的が

適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を、取締役会で定期的、継続

的に検証し、検証結果に基づき政策保有株式の縮減を進めることを基本方針としております。 

 

ヤマハ発動機は当社と共通の「ヤマハ」ブランドを使用しており、「合同ブランド委員会」、

「ヤマハブランド憲章」、「合同ブランド規程」を設け、様々な取組みを共同で実施するととも



 

 

に、株式の保有、取締役の派遣を通じ、双方の持続的成長に向けた取組みを適切にモニタリング

しております。当社は、ヤマハ発動機とこのようなモニタリング・協力関係を構築することによ

り、「ヤマハ」ブランド価値の維持・向上を図ることが、当社の中長期的な企業価値向上に資す

ると考えております。 

 

本件売出しに際し、資産効率の観点などから検討した結果、売出人の一社として参加し、当該

株式を売却することといたしましたが、株式売却後も同社とは上記の関係を維持してまいりま

す。 

 

なお、株式売却により得た資金の使途については決定次第お知らせいたします。 

 

 

３．業績に与える影響 

当社グループは国際会計基準（ＩＦＲＳ）を適用し、当該株式はその他の包括利益を通じて公

正価値で評価する金融資産に分類しており、連結決算においては当該株式売却による投資有価証

券売却益は発生しないため、当期利益への影響は軽微です。 

なお、個別決算においては、当株式売却による投資有価証券売却益を特別利益に計上する予定

です。投資有価証券売却益が確定次第、速やかに開示いたします。 

以 上 

 

 


